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(57)【要約】
【課題】タッチセンサを搭載した表示装置において、薄
型化が進むことにより、表示装置とタッチ電極との間の
寄生容量が増大するため、画像信号によるノイズがタッ
チ検出信号へ与える影響が大きくなり、タッチの検出性
能を低下させる。
【解決手段】発光素子およびトランジスタを有する複数
の画素がマトリクス状に配置された表示領域と、前記表
示領域上に設けられたタッチセンサと、を有し、前記タ
ッチセンサは、複数の第１電極と、複数の第２電極と、
を有し、前記複数の第１電極は、環状形状の電極が連な
った形状を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子およびトランジスタを有する複数の画素がマトリクス状に配置された表示領域
と、前記表示領域上に設けられたタッチセンサと、を有する表示装置であって、
　前記タッチセンサは、複数の第１電極と、複数の第２電極と、を有し、
　前記複数の第１電極は、環状形状の電極が連なった形状を有することを特徴とする、表
示装置。
【請求項２】
　前記複数の第２電極は、環状形状の電極が連なった形状を有することを特徴とする、請
求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記環状形状の電極の内部に、内部電極をさらに有することを特徴とする、請求項１又
は請求項２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記環状形状の電極と、前記内部電極とは、同層形成されていることを特徴とする、請
求項３記載の表示装置。
【請求項５】
　前記環状形状の電極は、切り欠き部を有し、
　前記第２電極は、突出部を有し、
　前記突出部は、前記切り欠き部を通じて、前記環状形状の電極の内側に入り込むことを
特徴とする、請求項１記載の表示装置。
【請求項６】
　前記タッチセンサは、前記複数の第２電極に駆動信号を入力するタッチ駆動回路と、前
記複数の第１電極の電位の変動を取得する検出回路と、をさらに有することを特徴とする
、請求項１記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示領域上に封止層をさらに有し、
　前記複数の第１電極と、前記複数の第２電極とは、前記封止膜上に形成されていること
を特徴とする、請求項１記載の表示装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関する。特に有機ＥＬ素子を形成した表示領域上にタッチセンサを
搭載した表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル機器用の表示装置は、薄型化、軽量化が要求されており、この観点で液晶表示
装置と有機ＥＬ表示装置とを比較すると、バックライトを必要としない点において、有機
ＥＬ表示装置が有利だと考えられる。また、近年ではフレキシブル基板上に画素駆動回路
及び有機ＥＬ素子を形成する技術の開発が進んでおり、従来のガラス基板を用いたものに
比べ、より薄く、軽いディスプレイが実現されている。このような流れにおいて、表示デ
バイス以外の部材、例えばタッチセンサ、偏光板等についても薄型化が望まれており、特
にタッチセンサを別部材として表示装置上に貼り付け実装すると、厚さが増大してしまう
ために、表示装置への内蔵化が求められている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置にタッチセンサを内蔵させる方式に関しては、例えば、特許文献1に
開示されている。この発明では、有機ＥＬ素子を形成する電極の一方を帯状にし、タッチ
センサの電極として使用することが示されている。一方、特許文献２には、タッチセンサ



(3) JP 2017-162032 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

と表示装置との間に低誘電率の層を設ける構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５７７８９６１号公報
【特許文献２】特開２０１４－５６５６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　有機ＥＬ表示装置にタッチセンサを内蔵させることにより、新たな課題が発生する。そ
の１つとして、タッチセンサの電極と有機ＥＬ素子との間の距離が接近することにより、
有機ＥＬ素子を駆動する画素駆動回路への信号入力および回路動作に起因したノイズが大
きくなることがある。これによりタッチセンサのＳ／Ｎ比が低下し、センシングの性能が
悪化してしまう。有機EL層は複数の層による積層構造になっているが、最上層にはカソー
ドもしくはアノードの導電膜が一様に形成されるのが一般的で、この導電膜との間に働く
寄生容量が増大する。
【０００６】
　寄生容量の増大は、時定数の増加、検出信号レベルの低下に繋がるため、検出時間増大
、S/N比低下によりセンシングの性能が悪化してしまう。特許文献２のように、低誘電率
の層を挟むことで寄生容量を削減する構成も考えられるが、薄型化について課題が残ると
ともに部材の追加が必要になる。
【０００７】
　本発明は、上記課題を鑑み、タッチセンサの電極構造を改良することにより寄生容量を
好適に削減する構成について考案し、当該構成を有する表示装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の表示装置は、発光素子およびトランジスタを有する複数の画素がマトリクス状
に配置された表示領域と、前記表示領域上に設けられたタッチセンサと、を有し、前記タ
ッチセンサは、複数の第１電極と、複数の第２電極と、を有し、前記複数の第１電極は、
環状形状の電極が連なった形状を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　上記の手段により、タッチセンサ電極の寄生容量を低減させることができ、センシング
性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の表示装置の概略を示す図である。
【図２】表示装置に内蔵されたタッチ電極の概略を示す図である。
【図３】表示装置の断面構造を示す図である。
【図４】本発明のタッチセンサの電極形状の一形態を示す図である。
【図５】検出電極の形状と静電容量との関係を示す図である。
【図６】本発明のタッチセンサの電極形状の一形態を示す図である。
【図７】本発明のタッチセンサの電極形状の一形態を示す図である。
【図８】本発明のタッチセンサの電極形状の一形態を示す図である。
【図９】本発明のタッチセンサの電極形状の一形態を示す図である。
【図１０】本発明のタッチセンサの電極形状の一形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。図面は、説明を
より明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表さ
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れる場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また
、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符
号を付して詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１２】
　また、本発明において、ある構造体の「上に」他の構造体を配置する態様を表現するに
あたり、単に「上に」と表記する場合、特に断りの無い限りは、ある構造体に接するよう
に、直上に他の構造体を配置する場合と、ある構造体の上方に、さらに他の構造体を介し
て他の構造体を配置する場合との両方を含むものとする。
【００１３】
　図１は本発明の表示装置の構成例である。表示装置１００は、基板１０１上に、表示領
域１０２、及び走査線駆動回路１０３、１０４がそれぞれ形成されており、ドライバＩＣ
１０５、表示用ＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）１０６、及びタッチ用ＦＰＣ１０７
が接続されている。ドライバＩＣ１０５は、図１においては基板１０１上に実装されてい
るが、表示用ＦＰＣ１０６上に実装されていてもよい。また、表示領域１０２を覆うよう
に、対向基板１０８が設けられていてもよい。表示領域１０２には、行方向（図１中、水
平方向）に走る走査線、列方向（図１中、垂直方向）に走る映像信号線がそれぞれ複数本
配置されている。走査線と映像信号線の交点には、副画素１０９ａが配置されている。副
画素１０９ａは、それぞれ異なる色に発光する発光素子を有し、複数が集まって１画素１
０９（図１中、点線枠で表示）を形成することでフルカラー表示を行う。この例では、走
査線１１０は画素１行当たり3本（ｇ１、ｇ２、ｇ３）配置され、映像信号線１２０は画
素１列あたり３本（Ｒ、Ｇ、Ｂ）配置されている。また図示されていないが、表示領域１
０２内には発光素子に一定電圧を供給するための電源線等の配線も存在する。各副画素１
０９ａには、ドライバＩＣ１０５から映像信号線１２０を介して供給される信号に応じた
輝度で発光するように、発光素子の輝度制御を行う画素回路が配置される。
【００１４】
　表示装置１００は、表示機能に加えてタッチセンサを備える。図１においては、特に表
示機能に関する説明を行うためタッチセンサは省略されていたが、図２（Ａ）に示すよう
に、発光素子の上層、つまり発光素子よりも表示面側に配置される。タッチセンサは、例
えば２種類の電極より形成され、一方が行方向に走る駆動電極２０１、他方が列方向に走
る検出電極２０２である。
【００１５】
　図２（Ｂ）に、図２（Ａ）における点線枠２１０の拡大図を示す。図２（Ｂ）において
、Ｘ方向が行方向、Ｙ方向が列方向に該当する。駆動電極２０１及び検出電極２０２は、
表示装置１００の表示領域上に設けられるため、ＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）、ＩＺ
Ｏ（インジウム亜鉛酸化物）等の透明導電膜により形成される。透明導電膜を形成する他
の材料としては、Ａｇナノワイヤ等が考えられる。Ａｇナノワイヤは、溶媒中に微細な繊
維状のＡｇを分散させた材料で、塗布形成が可能なものである。さらに、一方の電極間は
、他方を乗り越える構成になるため、ブリッジ配線２０３等を用いて接続される。図２（
Ｂ）では、矩形状の電極形状となっているが、駆動電極及び検出電極の形状はこれに限定
されない。このタッチセンサは、所定の位置をタッチすることによりその位置での駆動電
極と検出電極との間の容量が変化し、その容量変化を検出することでタッチされた位置の
検出を行う。それぞれの電極はタッチ用ＦＰＣ１０７によりのタッチ駆動回路および検出
回路と接続される。
【００１６】
　図２（Ｂ）に示したタッチセンサは、相互容量方式のタッチセンサである。タッチ駆動
回路は、駆動電極に駆動信号を入力する。駆動信号はパルス状の信号で立ち上がり、立ち
下がりを有し、当該立ち上がり、立ち下がりによって、駆動電極とのカップリングにより
、検出電極の電位が変動する。検出電極の電位の変動は、検出回路によって増幅、検出さ
れ、タッチの有無を判断する。
【００１７】
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　タッチセンサを搭載した表示装置の断面構造の例を図３に示す。図３では、下から基板
１０１、ＴＦＴアレイ３０１、発光素子層３０２、封止層３０３、タッチセンサ３０４、
円偏光板３０５、カバーガラス３０６、が配置される。なお、貼り合せ形成する場合に必
要となる接着層は記載していない。カバーガラス３０６は、表示領域のみならず、ドライ
バＩＣ１０５、及び表示用ＦＰＣ１０６が実装されている領域の上にも延在する。
【００１８】
　この構造では、ＴＦＴアレイ３０１、発光素子層３０２の上に、封止層３０３を介して
タッチセンサ３０４が配置されている。タッチセンサ３０４を形成する基板を薄型化した
場合や、タッチセンサの駆動電極と検出電極とを封止層３０３上に直接形成した場合、タ
ッチセンサ３０４と、ＴＦＴアレイ３０１や発光素子層３０２に含まれる電極とが非常に
近接して配置される。結果、両者の間は電気的に強い容量カップリングが形成される。表
示動作に伴って、ＴＦＴアレイ３０１には様々な信号が入力されて内部回路が動作するが
、これらの信号や回路動作時の電位の変化がノイズとなり、タッチセンサ３０４のＳ／Ｎ
比を低下させる。さらに、この寄生容量により、駆動電極および検出電極の時定数が増加
するため、タッチ検出動作自体も時間を要してしまう。
【００１９】
　タッチセンサの検出信号は、１本の駆動電極に駆動信号を印可したとき、容量カップリ
ングによって検出電極に生ずる電位の変化を検出したものである。タッチセンサの検出信
号の変化量ΔＶｓｅｎｓｅは、検出電極に対する寄生容量Ｃｐ、駆動電極と検出電極との
カップリング容量Ｃｘｙ、検出電極と交差する駆動電極の本数ｎ本、駆動電極に印加する
駆動信号の振幅をＶｉｎとすると、以下の式で表される。
【００２０】
【数１】

【００２１】
　寄生容量Ｃｐはこの式の分母にあることから、寄生容量が増大することで検出信号は低
下する。
【００２２】
　検出電極における寄生容量を好適に削減するため、本発明では、検出電極の新規な構造
を考案した。図４に本発明の構成の一例を示す。図４（Ａ）は、図２（Ｂ）に示したもの
と同様、タッチセンサ電極の平面構成を示している。図４（Ｂ）は、図４（Ａ）のＺ－Ｚ
’間の断面構造を示している。
【００２３】
　図４（Ｂ）において、基板１０１、ＴＦＴアレイ３０１、発光素子層３０２、封止層３
０３は図３にて示したものと同様であり、タッチセンサ３０４の構造をより詳細に示して
いる。検出電極４０１、４０２と、駆動配線４０４とは、同層に配置されており、検出電
極４０１と４０２との間は、駆動配線４０４を乗り越えるブリッジ配線４０３によって接
続されている。
【００２４】
　図４（Ａ）に示すように、検出電極４０１、４０２はその形状を環状形状としている。
具体的には、電極の外周形状はそのままに、内部領域を中空とした環状形状としている。
従来のように内部領域が中実となった検出電極と比較して電極面積が縮小しているため、
下層の発光素子層３０２等との間の寄生容量Ｃｐを減少させることができる。
【００２５】
　ここで、検出電極４０１、４０２の形状について述べる。寄生容量低減を目的として検
出電極の面積を縮小する際、単に形状を縮小してもその効果は同様である。しかし、タッ
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チ検出動作において重要となる駆動電極と検出電極とのカップリング容量Ｃｘｙは、両者
が最も近接する領域、すなわち電極の周縁部での寄与が大きい。従って、検出電極の内部
領域を中空として面積を縮小することにより、カップリング容量Ｃｘｙを減らすことなく
、好適に寄生容量Ｃｐを減らすことができる。
【００２６】
　検出電極を環状形状とした場合と、従来形状とした場合との、寄生容量Ｃｐとカップリ
ング容量Ｃｘｙの変化を図５に示す。図４（Ａ）において、検出電極を環状形状とした場
合の環の幅をａ、検出電極の全幅をｂとし、両者の比ａ／ｂとしたものを横軸に取ってい
る。中空部分が無い従来形状の場合、ａ／ｂ＝１／２で最大となる。また、検出電極を環
状形状とした場合と従来形状とした場合のカップリング容量の比（Ｃｈｏｌｌｏｗ／Ｃｓ
ｏｌｉｄ）を縦軸に取っている。両者のカップリング容量が等しい場合、（Ｃｈｏｌｌｏ
ｗ／Ｃｓｏｌｉｄ）＝１で最大となる。
【００２７】
　検出電極の全幅ｂを一定として環の幅ａを大きくしていくと、検出電極の面積が大きく
なるに従って寄生容量Ｃｐは増大する。一方で、カップリング容量の比は、環の幅ａがあ
る程度の値になったところで、ほぼ従来形状に対して１：１に到達する。つまり、このと
きの環の幅ａ１を最小値として、これ以上の値を有するように検出電極の形状を決定する
ことで、カップリング容量Ｃｘｙを維持したまま寄生容量Ｃｐを好適に減少させることが
でき、検出信号の振幅を大きくとることができる。
【００２８】
　一例として、図４（Ａ）に示したタッチセンサ上に、比誘電率５．７、板厚７００μｍ
のカバーガラスを設けた系において、検出電極の全幅ｂ＝３ｍｍとした場合の計算結果に
よると、ａ１＝８００μｍが得られた。つまり、３ｍｍ□の検出電極内部に１．４ｍｍ□
の穴を設けた環状構造とすることで、駆動電極とのカップリング容量は従来と同等としつ
つ、寄生容量を好適に低減する構成を実現できる。
【００２９】
　なお、本構造では、寄生容量の低減に加え、発光素子層３０２を駆動するＴＦＴアレイ
３０１からのノイズを軽減する効果も併せ持つ。ＴＦＴアレイ３０１の駆動信号によるノ
イズは、発光素子層３０２を介して検出電極４０１、４０２に伝わるが、電極面積を小さ
くすることで、容量カップリングを低減でき、ノイズを軽減させることができる。
【００３０】
　ここで、図４に示したタッチセンサの形成方法について説明する。ここでは、ＴＦＴア
レイ３０１、発光素子層３０２、及び封止層３０３の形成工程については省略する。
【００３１】
　封止膜表面に、検出電極４０１、４０２、及び駆動電極４０４を形成する。ここではＩ
ＴＯ、ＩＺＯ等の透明導電材料をスパッタリングにて成膜後、フォトリソグラフィプロセ
スにより形成する。発光素子層３０２上に形成した封止層３０３が十分な被覆性と密着性
を有しているため、発光素子層３０２の形成後であっても前述のようなプロセスの適用が
可能である。先の透明導電材料に代えて、銀ナノワイヤを含む材料を印刷形成して検出電
極４０１、４０２、及び駆動電極４０４を形成してもよい。次に絶縁膜を形成後、検出電
極４０１、４０２に到達するコンタクトホールを形成し、ブリッジ電極４０３を形成する
。ブリッジ電極４０３は面積が小さく視認されにくいので、低抵抗化を優先してアルミニ
ウム、銀、銅等の金属を成膜後、フォトリソグラフィプロセスにより形成する。その後、
必要であればさらに絶縁膜形成もしくはフィルム貼付等により、電極パターンの保護を行
ってもよい。以上の工程により、表示領域上にタッチセンサを形成することができる。
【００３２】
　本発明の他の例として、図６、図７のような構造としても良い。図６は、環状とした検
出電極６０１の一部に切り欠きを設け、当該切り欠きを介して、駆動電極６０２が突出部
６１０を有し、この突出部６１０が環の内側に入り込む形状としている。検出電極６０１
の寄生容量を小さくすると共に、突出部６１０と検出電極６０１との間でさらにカップリ
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ング容量を増加することができる。図７は、検出電極７０１に加えて、駆動電極７０２も
環状形状とした例を示している。駆動電極は低インピーダンスで駆動されるため、検出電
極ほど外部の電界変動の影響を受けないが、透明導電材料にて形成されている場合は、金
属と比べて抵抗が高いことから、面内の中心領域、すなわち駆動電極を駆動する回路から
遠い領域では、ＴＦＴアレイ等からのノイズの影響を受けやすくなる。駆動電極７０２を
環状形状とすることで、ノイズの影響を軽減することができ、面内全域において安定した
タッチ検出が可能となる。
【００３３】
　図８は、前述とはさらに異なる構成例を示している。環状とした検出電極８０１の対角
線上にリブ８０２を設けたものであり、環状の検出電極に比べて時定数を低減することが
できる。
【００３４】
　前述のように、検出電極又は駆動電極を環状形状とすることにより、電気的には顕著な
機能向上が期待できる反面、駆動電極が設けられた領域と設けられていない領域とに分か
れることで、両者の間に屈折率の差が生じ、検出電極の環状形状が視認されてしまう場合
がある。そこで、図９に示すように、環状形状を有する検出電極９０１の内側に、検出電
極９０１と同層の材料で内部電極９０２を形成する。内部電極９０２を設けることで、面
内の屈折率を均一にすることができるため、検出電極の視認性を下げることができる。
【００３５】
　内部電極９０２は、検出電極９０１、及び駆動電極９０３のいずれとも絶縁されており
、浮遊状態となっているが、内部電極９０２と検出電極９０１との距離が短いと、検出電
極９０１と発光素子層３０２との間に、内部電極９０２を介して寄生容量が生ずる場合が
ある。
【００３６】
　環状形状の検出電極９０１と、駆動電極９０３との間の距離をｇａｐ１、環状形状の検
出電極９０１と、内部電極９０２との間の距離をｇａｐ２とすると、ｇａｐ１は検出電極
と駆動電極との間のカップリング容量に影響するため、ｇａｐ１は狭いことが望ましい。
また、環状形状の検出電極の視認性を考えると、ｇａｐ２は狭いことが望ましい。しかし
、ｇａｐ２を狭くすると、環状形状の検出電極９０１と発光素子層３０２との間で、内部
電極９０２を介して寄生容量が増加してしまう。従って、ｇａｐ２はｇａｐ１よりも広く
することが好ましい。
【００３７】
　図１０は、図８と同様に、検出電極に設けた環状形状および内部電極を、駆動電極側に
も適用した例を示している。環状の検出電極１００１の内側に内部電極１００２を形成し
、環状の駆動電極１００３の内側に内部電極１００４を形成している。
【００３８】
　環状の駆動電極１００２と、内部電極１００４との間の距離をｇａｐ３とする。駆動電
極１００２は検出電極１００１に比べて、ＴＦＴアレイ３０１や発光素子層３０２からの
ノイズの影響は小さいので、ｇａｐ３はｇａｐ２よりも小さくしても構わない。これらの
関係は、例えばｇａｐ１＜ｇａｐ３≦ｇａｐ２等とすればよい。
【００３９】
　本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得る
ものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される
。例えば、前述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除若しくは設
計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明
の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００４０】
　１００：表示装置、１０１：基板、１０２：表示領域、１０３，１０４：走査線駆動回
路、１０５：ドライバＩＣ、１０６：表示用ＦＰＣ、１０７：タッチ用ＦＰＣ、１０８：
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対向基板、１０９：画素、１０９ａ：副画素、１１０：走査線、１２０：映像信号線、２
０１，４０４，６０２，７０２，９０３，１００３：駆動電極、２０２，４０１，４０２
，６０１，７０１，８０１，９０１，１００１：検出電極、２０３，４０３：ブリッジ配
線、３０１：ＴＦＴアレイ、３０２：発光素子層、３０３：封止層、３０４：タッチセン
サ、３０５：円偏光板、３０６：カバーガラス、６１０：突出部、８０２：リブ、９０２
，１００２，１００４：リブ

 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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